
第３０次地方制度調査会「答申」について 

 

第３０次地方制度調査会が「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政

サービス提供体制に関する答申」をとりまとめました。 

西尾勝会長をはじめ、委員の皆さまのご努力に敬意を表します。 

答申では、大都市制度の今後のあり方のひとつとして、特別区へのよ

り一層の権限拡充の方向が示されています。これまでの基礎自治体とし

ての特別区の取組と実績を適切に評価していただき、大いに勇気づけら

れるものであります。 

なかでも、東京都から特別区へ移譲すべき事務の例として、児童相談

所の事務が挙げられています。児童相談所の移譲については、現下の最

大の課題であり、特別区の切実な思いを受け止めていただいたものと感

謝しております。 

現在、都区の間で児童相談所等のあり方について検討を進めています

が、東京都との連携のもとに、ぜひとも児童相談所の移譲を実現し、区

民の皆さまに特別区に権限がきてよかったと思っていただけるよう全力

で取り組んでまいります。 

また、答申が述べているように、我が国は人口減少社会に入り、社会

経済や地域社会の状況が大きく変容しようとしています。とりわけ、三

大都市圏においては、急速に進行する高齢化への対応や人口急増期に集

中的に整備した公共施設の老朽化への対応など、様々な行政課題に直面

しています。さらに、切迫性が叫ばれている首都直下地震をはじめとす

る巨大災害にも備えなければなりません。 

これら山積する諸課題は、答申が地方公共団体間の柔軟な連携の仕組

みの構築を提言しているように、２３区間の連携はもとより、東京都等

の関係者と認識を共有し、連携しながら進めていかなければ解決できな

い問題であり、首都東京の基礎自治体としての特別区の役割と責任は一

層大きくなっています。 

特別区は、今回の答申の趣旨を踏まえ、これまでの長年にわたる自治

権拡充の歩みのうえに、さらなる進展に向けて努力していく所存です。 
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